
鹿児島市第四次一般廃棄物処理基本計画に基づく令和５年度実施状況について

ごみ処理基本計画

１　３Rの推進

１－１　３Ｒの推進による資源の有効活用や食品ロスの削減などについて市民・事業者への意識啓発を図るとともに、プラスチックの資源循環への取組を進めます。

①　減量化・資源化の推進

広報啓発の充実と市民活動団体等への活動支援

1 ３Ｒ推進事業

　３Ｒの意識高揚と実践活動の推進を図るため、各種団体等に出向い

た説明会や、ごみ分別アプリの配信、ごみ出しカレンダーの配布等を

行う。

〇町内会や事業所等に出向いた分別説明会の開催

　　実施回数/参加人数：43回/751人　　  （R4年度：59回/1,161人）

○ごみ分別アプリの配信（6カ国語）

　　ダウンロード累計件数：66,856件　　 （R4年度：56,905件）

○ごみ出しカレンダーの作成・配布

　　作成部数：360,000部　                        （R4年度：360,000部）

○簡易版外国語版ごみ出しカレンダー（8カ国語）（拡充）4か国語追加：ベトナム語、インドネシア語、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タガログ語、ネパール語

○(小4)社会科学習資料「ストッピーとさくりんのごみ･まち美化教室」の作成･配布

　　作成部数：6,800部　　                        （R4年度：6,800部）

○児童作品コンクール

　　応募件数：1,813件　                            （R4年度：2,041件）

○分別等啓発用印刷物作成

　①家庭ごみマイナス１００ｇ啓発チラシ作成 3,000部

　②食材を無駄にしないレシピチラシ作成　2,500部

資源政策課

2 みんなで取り組むごみ減量ＰＲ事業

　家庭ごみの減量目標達成に向け、減量化・資源化を促進するため、

テレビＣＭやインターネットを活用し、生ごみの減量や古紙の分別徹

底などを広報啓発するとともに、ガイドブックの配布を行う。

〇テレビＣＭの制作・放映・・・・・・・・放映回数：80回　       　（R4年度：165回）

〇インターネット広告・・・・・・・・・・表示回数：約2,255万回  （R4年度：約255万回）

〇大型ビジョンによるPR動画の放映  ・・・放映回数：80回　    　   （R4年度：3,081回）

〇ごみ減量ガイドブックの作成・配布・・・作成：13,700部    　      （R4年度：40,000部）

資源政策課

3 ごみ減量リーダー養成事業

　市役所のごみの適正排出を図り、ごみの減量化・資源化を推進する

ため、市職員に研修を実施する。

○研修会の実施

　　実施日：6/5 , 6/9

　　対象者：ごみ減量リーダー（各課1人）

資源政策課

4 資源物回収活動の活性化推進事業

　市民団体が実施する資源物回収活動の活性化を図るため、古紙類、

金属類、空きびん類、廃食用油などの回収量等に応じて助成する。

○実施団体数：388団体               （R4年度：401団体）

○実施回数　：6,174回　　         （R4年度：6,301回）

〇補助額　　：13,475,120円　　（R4年度：14,702,280円）

資源政策課

5
親子で取り組む「もやせるごみ」減量実

践モニター

　「もやせるごみ」に多く含まれる生ごみの減量のため、「ダンボー

ルコンポスト」「生ごみの水切り」などに親子で取り組んでもらい、

計量記録及びごみ減量のアイデアを集めて市民に広報を行う。

○参加世帯数：78世帯（R4年度：79世帯）

〇表彰世帯数：  5世帯（R4年度：  5世帯）

※モニター結果の活用

　参加者からの計量結果及び減量方法を集計し、ユニークで簡単に取り組める方法をホームページで広報した。

資源政策課

6 ホームフードリサイクルグリーン事業

　ごみの減量化・資源化意識の向上を図るため、生ごみ処理機器の購

入に対し助成するとともに、小学生向けにダンボールコンポストを活

用した「生ごみのリサイクル授業」を実施する。

〇生ごみ処理機器設置費補助

　〔補助率〕1/2

　〔上限額〕電気式 30,000円　その他式 3,000円

　〔補助実績〕382基　6,943,500円　　（R4年度：333基　4,390,400円）

○(小学校向け)生ごみのリサイクル授業

　〔実施実績〕7校　514人   　              （R4年度：4校　156人）

資源政策課
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資源物の有効活用の推進

7
ホームフードリサイクルグリーン事業

（再掲）

　ごみの減量化・資源化意識の向上を図るため、生ごみ処理機器の購

入に対し助成するとともに、小学生向けにダンボールコンポストを活

用した「生ごみのリサイクル授業」を実施する。

〇生ごみ処理機器設置費補助

　〔補助率〕1/2

　〔上限額〕電気式 30,000円　その他式 3,000円

　〔補助実績〕382基　6,943,500円　　（R4年度：333基　4,390,400円）

○(小学校向け)生ごみのリサイクル授業

　〔実施実績〕7校　514人   　              （R4年度：4校　156人）

資源政策課

8 剪定枝資源化事業

　家庭から出る剪定枝の資源化を図るため、粉砕機を貸し出すほか、

その購入に対し助成するとともに、家庭内処理できないものについて

は戸別収集を実施する。

〇剪定枝の戸別収集

　　収集量：371t　　                        （R4年度：433t）

○家庭用剪定枝粉砕機の無料貸出

　　貸出件数：89件　                    　（R4年度：124件）

〇剪定枝粉砕機購入費補助

　〔補助率〕1/2

　〔上限額〕20,000円

　〔補助実績〕43件　706,100円　　（R4年度：47件　796,000円）

資源政策課

9 資源化推進事業

　ごみの減量化・資源化を推進するため、金属類、古紙類、電球・蛍

光灯、乾電池及びスプレー缶類の分別収集を実施する。

○収集量

　　古紙類：11,904t                                              　 （R4年度：12,909t）

　　電球･蛍光灯、乾電池、スプレー缶類：402t       （R4年度：416t）

　　金属類：1,972t                                             　    （R4年度：2,088t）

資源政策課

10 小型家電リサイクル事業

　資源の有効活用を図るため、公共施設等に回収ボックスを設置し、

携帯電話やデジタルカメラなどの使用済小型電子機器等のリサイクル

を推進する。

○回収ボックス設置箇所

　　公共施設等 27箇所

○回収対象品目

　　使用済小型電子機器等14品目（25㎝×10㎝以内）

　　携帯電話、デジタルカメラ、携帯ラジオ、ポータブル音楽プレーヤー、

　　電子辞書、ＡＣアダプター等の電子機器附属品、ノートパソコンなど

○回収量：13.18t（R4年度：13.10t）

資源政策課

11 羽毛循環リサイクル事業

　資源の有効活用を図るため、北部清掃工場に粗大ごみとして持ち込

まれた羽毛布団の資源化を推進する。

〇回収量　：　　3,544枚（R4年度：　2,776枚）

○売却金額：1,711,875円（R4年度：913,000円） 資源政策課

12
プラスチック資源循環推進事業

〔R５新〕

　プラスチックの資源循環を推進するため、プラスチック製品の資源

化の現状や課題を把握する。

一部の地域において、家庭から排出されるプラスチック製品を収集し、資源化に試験的に取り組んだ。

・2地区　約2,700世帯 資源政策課

13
食品ロス削減推進計画策定事業

〔R５新〕

　食品ロス削減の取組を推進するため、関係部局と連携し、本市の食

品ロス削減推進計画を策定する。

〇鹿児島市食品ロス削減推進計画の策定（R6.3月）

　①鹿児島市食品ロス削減推進計画策定委員会の設置・開催（委員数：14人、開催回数：4回）

　②市民、事業者アンケート調査

　対象者：・本市の小、中、高等学校在籍の児童生徒

　　　　　・18歳以上市民

　　　　　・食品関連事業者

　③実態調査

　　本市の家庭系及び事業系の食品ロスの排出実態を把握し、食品ロスの排出量を算出するとともに、

　計画策定の基礎資料とするために、もやせるごみの実態調査を実施。

資源政策課

14
親子で取り組む「もやせるごみ」減量実

践モニター（再掲）

　「もやせるごみ」に多く含まれる生ごみの減量のため、「ダンボー

ルコンポスト」「生ごみの水切り」などに親子で取り組んでもらい、

計量記録及びごみ減量のアイデアを集めて市民に広報を行う。

○参加世帯数：78世帯（R4年度：79世帯）

〇表彰世帯数：  5世帯（R4年度：  5世帯）

※モニター結果の活用

　参加者からの計量結果及び減量方法を集計し、ユニークで簡単に取り組める方法をホームページで広報した。

資源政策課

15
HPへの情報掲載

（フリーマーケット）

　市や環境未来館のホームページにフリーマーケットの日程や不用品

交換情報を掲載して広報する。

○市や環境未来館のホームページに掲載して広報し、周知を図った。
環境政策課

資源政策課

16 庁内再生紙利用促進

　環境に配慮した印刷物の作成について全庁的に広報し、再生紙の利

用促進を図る。

○庁内における再生紙の利用促進を図った。

資源政策課
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②　プラスチック資源循環への取組

ワンウェイプラスチックの排出抑制等

17
HPへの情報掲載

（無料給水施設）

　市HPに無料給水施設の情報を掲載することにより、使い捨てプラ

スチックの排出抑制を図る。

〇市HPに無料給水施設の情報を掲載し、使い捨てプラスチックの排出抑制を図った。

資源政策課

18
市有施設自動販売機での環境配慮製品の

推奨

　市有施設に設置する自動販売機の設置者へ環境に配慮した製品の選

定を求めることにより、使い捨てプラスチックの排出量の削減や二酸

化炭素排出量の削減を促進する。

〇市有施設に設置する自動販売機の設置者へ環境に配慮した製品の選定を求めることにより、使い捨てプラス

チックの排出量の削減を図った。 資源政策課

海洋プラスチック問題に関する意識啓発

19 脱プラスチック生活チャレンジ事業

　使い捨てプラスチックの削減の重要性や取組に関する意識啓発を図

るため、関係団体との連携によるワークショップ等を開催する。

○ワークショップ・フィールドワークの開催（計3回）

　　第1回：10/28　重富海岸自然ふれあい館なぎさﾐｭｰｼﾞｱﾑ　40人

　　第2回：11/  5　重富海岸自然ふれあい館なぎさﾐｭｰｼﾞｱﾑ　51人

　　第3回：12/  3　鹿児島港ウォーターフロントパーク　　  51人

資源政策課

２　廃棄物の適正処理の推進

２－２　効率的で超高齢化社会等に対応した収集・運搬やごみステーションの美化の推進、不適正処理の防止等に向けた監視・指導の強化に取り組みます。

①　超高齢社会等に配慮した収集・運搬の推進

効率的な収集・運搬の推進

20
ごみステーション整備への助成

（ごみステーション整備補助金）

　ごみステーション周辺の美化を図るため、ボックス型や折り畳み式

のごみステーションを整備した町内会等に対して助成する。

〔補助率〕1/2

〔上限額〕50,000円

〔補助実績〕104基　3,527,700円　　（R4年度：76基　3,056,500円）

資源政策課

21
EVパッカー車（電気ごみ収集車）などの

導入に向けた研究

　二酸化炭素が排出されないＥＶパッカー車の導入 〇ごみ収集車のＥＶ車導入は、積載量や走行距離に課題があることから、環境対応車（グリーンディーゼル車）

２台を導入した。 清掃事務所

高齢化の進行等に伴う支援

22 まごころ収集の周知・広報

【目的・内容】

　家庭から排出されるごみ・資源物を自らごみステーションに運ぶこ

とが困難な高齢者等に対し、戸別収集の支援を行うことにより、日常

的なごみ出しの負担を軽減する。

【対象】

　介護保険法又は障害者総合支援法に基づく居宅サービスを現に利用

している一人暮らしの者のうち、ごみ出しが困難な他に協力を得るこ

とができない者で、下記に該当する者。

　①要介護認定者（要介護度１～５）②障害者（身体障害１・２級、

知的障害Ａ判定、精神障害１級）

　※①、②のみで構成される世帯も対象とする。

〇ホームページで募集を行った。

〇「市民のひろば」8月号及び3月号に掲載した。

〇直営のごみ収集車2台（買替分）にステッカーを貼り、広報した。

清掃事務所

23 関連部局と連携した支援体制の充実

　高齢者福祉担当課、障害福祉担当課との連携を図る。 〇介護度を基準としている事業の案内チラシ（介護保険課）に事業内容を掲載した。

〇「認知症あんしんガイドブック（認知症ケアパス）」（認知症支援室）に事業内容を掲載した。 清掃事務所

②　安全で効率的な処理・処分

施設の適正な維持管理

24

北部清掃工場運転

管理費、

リサイクルプラザ

維持管理等事業、

横井埋立処分場

施設運営費、

南部清掃工場運営事業【再掲】　等

　ごみ及び資源物の安全かつ衛生的な処理を行い、生活環境の保全を

図るとともに、各施設においては、適切な維持管理を行い、安全かつ

衛生的な運営を行う。

○北部清掃工場においては、可燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみ・不燃ごみ、南部清掃工場においては、可燃ごみの

処理を行った。

○焼却炉及び機器等を定期的に点検し、必要な修繕・補修等を行うことにより、安全かつ衛生的な処理を行うと

ともに施設の維持管理に努めた。

〔可燃ごみ焼却量〕(北部)105,085t (南部)54,742t       （R4年度：(北部)106,685ｔ (南部)56,770t）

〔粗大ごみ搬入量〕 5,633t　　                                    （R4年度：5,650ｔ）

〔リサイクルプラザ資源物〕 12,092t                       　（R4年度：12,582ｔ）

〔不燃ごみ等埋立処分量〕  25,087t　　                      （R4年度：26,164ｔ）

北部清掃工場

南部清掃工場
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③　監視・指導体制の強化

指導員の設置等

25 廃棄物適正処理指導事業

　適正処理を図るため事業所等から廃棄物処理計画書や実績報告書を

徴収するとともに、廃棄物処理施設等への立入調査や清掃工場等での

搬入検査による指導を行う。

○廃棄物に関する各種報告・届出件数

・産業廃棄物管理票交付等状況報告書　2,779件       　 （R4年度：2,841件）

・産業廃棄物処理計画実施状況報告書　62件       　      （R4年度：69件）

・産業廃棄物処理計画書　68件　                         　      （R4年度：62件）

・PCB廃棄物保管及び処分状況等届出書　61件　　      （R4年度：75件）

・産業廃棄物処理実績報告書　291件                             （R4年度：293件）

○産業廃棄物処理施設への立入調査の実施　39箇所      （R4年度：33箇所）

○清掃工場等での搬入検査の実施　24回                        （R4年度：24回）

廃棄物指導課

26 廃棄物適正処理指導事業

　市ホームページや市民のひろば、講習会等を通じて、不法投棄防止

の啓発を図る。

また、不法投棄防止の啓発看板の配布や設置を行う。

〇市ホームページ等で不法投棄防止の啓発を行った。

○不法投棄防止啓発配布用看板作製　100枚   　　　　（R4年度：100枚）

○不法投棄防止啓発看板設置　8箇所   　               　　（R4年度：2箇所）

○廃棄物適正処理講習会等（講師派遣）　2回　　　　（R4年度：1回）

廃棄物指導課

27 廃棄物監視指導員設置事業

　不法投棄及び不適正処理等の未然防止を図るため、監視パトロール

を実施するとともに、廃棄物処理施設等への指導を行う。

〇パトロール日数　360日                                       　　（R4年度：359日）

〇事業所、産廃施設等に対する立入検査　58回　　　 （R4年度：91回）

〇自リ法施設に対する立入検査 　18回                　　  （R4年度：26回）

〇不法投棄調査、苦情処理件数　283件                    　 （R4年度：375件）

〇報告書の作成件数　925件　                            　  　  （R4年度：900件）

〇その他指示事項件数　60件　                           　 　  （R4年度：60件）

廃棄物指導課

３　エネルギー源としての廃棄物の有効利用

２－３　清掃工場においては、エネルギー源としての廃棄物の有効利用や高効率発電の推進を図ります。

①　バイオガスの有効利用と高効率発電の推進

南部清掃工場（バイオガス施設・高効率発電施設）の運営

28 南部清掃工場運営事業

　令和4年1月から稼働を開始したバイオガス施設及び高効率発電施設

（ごみ焼却施設）の運営を行い、搬入されるごみの安定的かつ適正な

処理及びエネルギー源としての廃棄物の有効活用を図る。

〇バイオガス施設と高効率発電施設を生かした運転に努めた。

南部清掃工場

北部清掃工場基幹的設備改良

29
北部清掃工場ごみ焼却施設基幹的設備改

良事業

　「ゼロカーボンシティかごしま」の実現に向けて、ごみ焼却施設の

延命化及び省エネ化(二酸化炭素排出量削減)を推進するため、重要機

器等の大規模な更新・改良工事を行う。

〇ごみクレーンバケットなどの主要機器を高効率型に更新することで消費電力の削減に努めた。

〇年次的にボイラ本体内部の部分更新を行いごみ焼却で発生する余熱をより有効に利用することで効率的な発電

に努めた。

・発電能力　10,005kWh               　　　　　　 （R4年度：8,700→10,005kWh）

・発電量　約5,349万kWh（北部清掃工場）　　（R4年度：約5,017万kWh）

北部清掃工場

生活排水処理基本計画

良好な水環境と快適な生活環境の確保

し尿及び浄化槽汚泥の排出量

30

汚水衛生処理率

31

　し尿　　　　 　 8,331t       （R4年度：  8,747t）

　浄化槽汚泥　　73,564t　　（R4年度：72,387t）

汚水衛生処理率（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）　95.0%　　　　（R4年度：94.8%）　　　　　　公共下水道事業

　　　　　公共下水道（Ａ）　　79.7%　　　　（R4年度：79.7%）　　　　　　主な汚水管布設工事実施区域

　　　　　地域下水道（Ｂ）　　 0.7%　　　　 （R4年度：  0.7%）  　　　　　・吉野地区

　　　　　合併処理浄化槽（Ｃ）14.6%　　　　（R4年度：14.4%）　　　　  　・土地区画整理事業区域（谷山駅周辺地区、谷山第三地区）

　　　　　単独処理浄化槽　　　 3.1%           　（R4年度：  3.2%）

　　　　　非水洗化（し尿収集） 1.9%　　　　 （R4年度：  2.0%）

基本

計画

基本

理念
項目 令和５年度実施状況
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